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○
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
七
十
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
想
定
し
得
る
最
大
規

模
の
高
潮
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

想
定
し
得
る
最
大
規
模
の
高
潮
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
告
示

第
一

想
定
し
得
る
最
大
規
模
の
高
潮

水
防
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
想
定
し
得
る
最
大
規
模
の
高
潮
（
以
下
「
想
定
最
大
規
模
高
潮
」
と

い
う
。
）
は
、
第
二
及
び
第
三
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
手
法
に
よ
っ
て
、
第
二
及
び
第

三
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
想
定
最
大
規
模
高
潮
に
相
当
す
る
も
の
を
定
め
る
こ
と
が
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

第
二

気
象
の
基
準

想
定
最
大
規
模
高
潮
に
お
い
て
想
定
す
る
気
象
の
基
準
は
、
日
本
に
接
近
し
た
台
風
の
う
ち
既
往
最
大
規
模
の
台

風
を
基
本
と
し
、
水
防
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
に
基
づ
き
高
潮
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
す
る
海
岸
に
お
け
る
緯
度

を
考
慮
し
て
中
心
気
圧
を
増
減
し
、
潮
位
偏
差
が
最
大
と
な
る
よ
う
経
路
を
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三

天
文
潮
の
基
準



- 2 -

想
定
最
大
規
模
高
潮
に
お
い
て
想
定
す
る
天
文
潮
の
基
準
は
、
朔
望
平
均
満
潮
位
を
基
本
と
し
、
最
大
と
な
る
潮

位
偏
差
と
満
潮
位
が
重
な
る
よ
う
満
潮
の
時
刻
を
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
水
防
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
七
年
七
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


